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１月から加算税の加重措置が適用
１回目と２回目のカウントに注意

2017年１月１日以後の法定申告期限が到来する国税から、加算税の賦課割合の

変更とともに、加算税の加重措置が創設されている。これは、無申告又は仮装・
隠ぺいに基づく期限後申告等をした場合、そこから過去５年以内に同一税目につ
いて無申告加算税又は重加算税の賦課決定がされていれば、新たに受ける無申
告加算税又は重加算税の額は、その期限後申告等に基づいて納付すべき税額
に10％を乗じて計算した金額が加算されるというもの。

要するに、短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合には
10％加重されるが、そこで注意したいのは、この繰り返しとされる１回目と２回目
のカウントだ。２回目については、2017年１月１日以後に申告期限が到来する国
税が対象となるため、2017年１月１日以後に期限後申告等を行ったとしても、そ
の期限後申告に係る国税の法定申告期限が2017年１月１日より前であれば、２
回目としてカウントされることはない。

一方で、期限後申告等があった日が加重措置適用の判定の基準日となるため、
基準日から遡って５年以内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある
か否かの判定においては、2016年12月31日以前に法定申告期限等が到来した

国税に係る期限後申告等に基づき課された加算税を含めて判定される。つまり、
１回目については、2017年１月１日より前の法定申告期限到来分だとしても、カウ
ントされることになる。


